
i義案第2号

南風原町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

南風原町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

提出する。

平成31年3月4日提出

(提案理由)

町の厳しい財政状況を鑑み、政務活動費の減額を行うことその他所要の改正を行う

必要があるため提案する。

南風原町長 万下 粒t 正 之
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南風原町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

南風原町議会政務活動費の交付に関する条例(平成26年南風原町条例第4昇)の一部

を次のように改正する。

第n条第2項を次のように改める。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

第n条に次の1項を加える。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、南匝W剌町情報公開条例(平成13年

南風原町条例第17号)第7条の非公開情報が記録されている部分を除き、収支報止書

を閲覧に供するものとする。

附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。

2 平成31年4月1日から平成噐年3月31日までの間、第4条第 1項中「15,000円」を

巧,000円」とする。

別記様式中
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
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(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条(略)

2 可人も

ことができる。

南風原町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例(新旧対照表)
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別記様式(第9条関係)

南風1京町議会

謙長 殿

網風加町誘会政弦活動"の交付に別する条例第0条第1項(第2π0 の脱定に上り
紙のとおり イ1'度政必荒・動贄収支糎1化・;即を縱出しまナ。
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別記様式(第9 条関係)
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